
実施機関

開示決定等に係る審査請求の流れ図

審査請求人
（開示等に不服がある方）

審査請求書

この場合は裁決書謄本が
送付され、審査請求手続き

が終了します

審査会に諮問した旨の通
知が送付されます

実施機関の弁明書とともに反論書
の照会が送付されます

審査請求書の検討

全部開示等ができると判断したとき

容認

審査請求が不適法なとき

却下

原処分を維持すべきと判断したとき

審査会へ諮問

諮問

審査請求
↓
↓
↓

実施機関による検討

諮問した旨通知
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